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告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.s

aitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
一
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人Global 

Generation 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

進
藤 

武 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
朝
霞
市
朝
志
ヶ
丘
一
丁
目
五
番
四
十
―
Ｗ
―
一
〇
九
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
日
本
の
若
者
・
学
生
に
対
し
て
人
材
育
成
や
国
際
交
流
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
等
の 

 

支
援
活
動
を
行
い
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
た
今
の
時
代
に
世
界
を
見
据
え
自
分
の
意
見
を
明
確
に 

 

伝
え
る
事
が
出
来
る
人
材
（
グ
ロ
ー
バ
ル
・
パ
ー
ス
ン
）
を
輩
出
し
、
日
本
社
会
の
発
展
に
寄 

 

与
す
る
事
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
十
七
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
本
庄
事
務
所
に
お
い
て
備
え
置

く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（ht

tp://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
八
月
三
十
一
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
彩
の
国
環
境
創
造
空
館
サ
ニ
ー
ち
ゃ
ん
の
家 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

坂
口 

勝 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
本
庄
市
照
若
町
二
百
八
番
地
一 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

（
変
更
前
）
こ
の
法
人
は
、
食
品
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
基
づ
く
食
品
廃
棄
物
か
ら
生
産
さ
れ
る
有

機
質
肥
料
の
普
及
、
野
菜
や
花
卉
の
「
本
庄
ブ
ラ
ン
ド
」
の
周
知
及
び
生
徒
・
児
童
な
ど
に
対

す
る
環
境
教
育
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
環
境
保
全
並
び
に
本
庄
地
域
の
振
興
を
図
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。 

（
変
更
後
）
こ
の
法
人
は
、
食
品
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
基
づ
く
食
品
廃
棄
物
か
ら
生
産
さ
れ
る
有

機
質
肥
料
の
普
及
と
野
菜
、
花
卉
の
「
本
庄
ブ
ラ
ン
ド
」
づ
く
り
及
び
児
童
・
生
徒
な
ど
を
対

象
と
す
る
環
境
の
学
び
な
ど
を
通
じ
て
環
境
保
全
の
た
め
の
活
動
を
行
う
。
か
つ
、
こ
の
地
域

の
文
化
、
芸
術
な
ど
の
支
援
を
も
っ
て
ま
ち
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
十
八
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
本
庄
事
務
所
に
お
い
て
備
え
置
く

方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://www.saitamaken-npo.net/
）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
一
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
青
い
風 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

細
野 

雄
一 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
本
庄
市
日
の
出
三
丁
目
六
番
十
五
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
地
域
の
要
介
護
者
、
障
害
者
等
の
移
送
介
護
援
助
を
安
全
か
つ
適
確
に
行
う 

 

こ
と
に
よ
り
地
域
社
会
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
三
十
九
号



告 
 

示 

  
砂
利
採
取
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
三
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

試
験
期
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
十
一
月
十
一
日
（
金
）
午
前
十
時
か
ら
十
二
時
ま
で 

二 

試
験
場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
一
番
四
号 

 
 

埼
玉
会
館
３
Ｃ
会
議
室 

三 

受
験
手
続 

 

イ 

受
験
願
書
の
入
手
方
法 

 
 

 

埼
玉
県
環
境
部
自
然
環
境
課
、
各
環
境
管
理
事
務
所
並
び
に
各
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
及
び 

 
 

同
事
務
所
に
お
い
て
、
平
成
二
十
三
年
十
月
三
日
（
月
）
か
ら
配
布
す
る
。 

 

ロ 

申
込
方
法 

 
 

 

受
験
願
書
等
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
簡
易
書
留
で
郵
送
す
る
こ
と
。 

 

ハ 

受
付
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
三
年
十
月
三
日
（
月
）
か
ら
十
月
十
七
日
（
月
）
ま
で
（
期
間
内
消
印
有
効
） 

四 

受
験
願
書
の
提
出
先 

 
 

郵
便
番
号
三
三
〇
―
九
三
〇
一 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
環
境
部
自
然
環
境
課 

五 

試
験
手
数
料 

 
 

八
千
円
に
相
当
す
る
額
の
埼
玉
県
収
入
証
紙
を
受
験
願
書
に
は
り
付
け
て
納
付
す
る
こ
と
。 

六 

試
験
科
目 

 

イ 

砂
利
の
採
取
に
関
す
る
法
令 

 

ロ 

砂
利
の
採
取
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項
（
基
礎
的
な
土
木
及
び
河
川
工
学
に
関
す
る
事
項 

 
 

を
含
む
。
） 

    

埼
玉
県
告
示
第
千
四
十
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
ヤ
オ
コ
ー
川
越
的
場
新
町
計
画 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
市
的
場
新
町
二
十
一
―
七
外 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

・ 

騒
音
苦
情
へ
の
対
応
は
誠
意
を
も
っ
て
対
応
し
て
く
だ
さ
い
。 

・ 

児
童
生
徒
の
生
活
環
境
の
変
化
も
視
野
に
、
通
学
路
の
安
全
、
交
通
事
故
や
問
題
行
動 

 

に
配
慮
し
て
い
た
だ
き
た
い
。 

・ 

出
店
予
定
地
の
半
径
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
圏
内
に
は
、
六
商
店
街
が
存
在
し
て
お
り
、
今 

 

回
の
出
店
に
伴
い
商
業
環
境
に
影
響
が
出
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
周
辺
商
店
街
へ
の
加 

 

入
、
商
店
街
が
実
施
す
る
事
業
に
対
し
て
参
加
す
る
な
ど
、
周
辺
商
店
街
と
の
共
存
に
対 

 

し
て
、
御
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
月
六
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
川
越
比
企
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
十
一
号



告 
 

示 

 
 

 
平
成
二
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
五
十
五
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
測
量
）

は
、
平
成
二
十
三
年
三
月
十
八
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
上
尾
市
長
島
村
穰
か

ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
千
四
十
二
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
蓮
田
市
長
中
野
和
信
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨

の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

蓮
田
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
レ
ベ
ル
二
五
○
○
デ
ジ
タ
ル
マ
ッ
ピ
ン
グ
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

蓮
田
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
四
月
五
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
千
四
十
三
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
美
里
町
長
原
田
信
次
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨

の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

美
里
町 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

美
里
町
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
一
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
千
四
十
四
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
の
長
で
あ
る
川
島
町
長
高
田
康
男
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨

の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

川
島
町 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
都
市
計
画
図
及
び
統
合
型
Ｇ
Ｉ
Ｓ
構
築
業
務
委
託
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

川
島
町
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
三
年
五
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
千
四
十
五
号



告 
 

示 

  
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
〇
―
七
―
〇
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

坂
戸
市
大
字
森
戸
字
田
利
六
五
一
番
三
他
八
七
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

五
五
一
五
・
七
立
方
メ
ー
ト
ル 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
四
十
六
号



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
千
四
十
七
号



１ 購入等件名及び数量  

  別表のとおり  

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地  

  埼玉県警察本部総務部財務局会計課調度第一係 埼玉県さいたま市浦和区高砂

３丁目15番１号  

３ 落札者を決定した日  

  平成23年７月15日  

４ 落札者の氏名及び住所  

  別表のとおり  

５ 落札金額  

  別表のとおり  

６ 契約の相手方を決定した手続  

  一般競争入札  

７ 入札の公告を行った日  

  平成23年６月３日  

別表  

購入等件名  数量  落札者の氏名及び住所  落札金額  

男性警察官用制服  

ワイシャツ  
7,894着 

赤城衣料工業株式会社  

東京都江東区北砂１丁目13番４号  
6,034円  

男性警察官用短靴  7,213足 
ミドリ安全株式会社  

東京都渋谷区広尾５丁目４番３号  
6,604円  

男性警察官用冬活  

動服  
1,658着 

株式会社そごう・西武  

東京都千代田区二番町５番地25 
19,452円  

 

 



告 
 

示 
 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
十
三
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
九
月
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

田 
 

 

学 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路

線

名 

上
中
森
鴻
巣
線 

三 

道
路
の
区
域



  
 

新 

旧 

旧 

新 

別 

行
田
市
大
字
長
野
字
吾
妻 

四
六
四
二
番
二
地
先
か
ら 

同
市
大
字
佐
間
字
野
合 

一
四
四
六
番
二
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

 

七
・
五
〇
～ 

 
 

 
 

一
一
・
九
〇 

七
・
五
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

四
二
七
・
九
六 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機

構
が
行
う
武
蔵
水
路
改
築

工
事
に
伴
う
迂
回
道
路 

備  

 

 

考  



告 
 

示 
 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
十
四
号 

 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
三
年
九
月
六
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境

課
及
び
埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
九
月
六
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

埼
玉
県
行
田
県
土
整
備
事
務
所
長 

吉 

田 
 

 

学 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路

線

名 

上
中
森
鴻
巣
線 

三 

道
路
の
区
域



  
 

新 

旧 

旧 

新 

別 

行
田
市
大
字
堤
根
字
代
官
田 

通
一
一
七
六
番
地
先
か
ら 

同
市
大
字
堤
根
字
代
官
田
通 

一
一
八
二
番
地
先
ま
で 

区 
 

 
 

間 

 

七
・
五
〇
～ 

 
 

 
 

一
二
・
二
五 

七
・
五
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

七
七
・
八
九 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機

構
が
行
う
武
蔵
水
路
改
築

工
事
に
伴
う
迂
回
道
路 

備  

 

 

考  
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